
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

習志野市スポーツ推進計画（素案） 
（令和８（2026）年度～令和１５（2033）年度） 

   ウェルビーイングの向上 

交流・まちの活性化 

習志野市教育委員会 

スポーツによる 



 

 

 

は じ め に 

 

スポーツは、身体を動かすことだけでなく、心身の健全な発達や健康・体力の維持増進、ス

ポーツをみることで夢や勇気・感動を与えてくれます。また、人と人との交流による地域の一

体感や活力の醸成、生きがいや生活に潤いを与えるなど、さまざまな効果をもたらしてくれま

す。 

本市では、地域と行政が一体となり、誰でも気軽にスポーツや運動ができる環境づくりに

取組むこととして、平成２６年に「習志野市スポーツ推進計画」を策定し、さまざまな施策を通

じてスポーツを推進してまいりました。 

一方、国においては、平成２７年にスポーツ庁の創設や平成２９年に第２期スポーツ基本計

画が策定されるなど、スポーツを取り巻く環境や取組は大きく変化するとともに、国内ではラ

グビーワールドカップ2019や東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、

世界中の人々の関心が集まるスポーツイベントが相次いで開催されることで、市民のスポー

ツへの関心や機運がより一層高まることと期待しています。 

このような状況の中、多様化した現在のスポーツ環境において、本市スポーツのより一層

の推進を図るためには、市民ニーズに即した施策と社会的課題に対応した施策を実施して

くことが必要なことから、今後６年間のスポーツに関する具体的な施策をまとめた「習志野市

スポーツ推進計画」を策定しました。 

計画では、「する」「みる」「支える」スポーツを３本柱と捉え、各種団体と連携・協働し「生

涯にわたり親しむ豊かなスポーツライフの実現」と「スポーツによるまちの活性化」の将来像

の実現に取り組んでまいります。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、習志野市スポーツ推進審議会の委員の皆様をは

じめ、貴重な御意見をお寄せいただきました市民の皆様、関係者、関係団体の方々に対しま

して心より感謝を申し上げます。 

 

 

令和８年３月    習志野市教育委員会  

 教育長 小 熊   隆 

作 成 中 
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１ 計画策定の趣旨 

本市は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、生涯にわたり親しむ豊かなスポーツラ

イフの実現を目指すため、平成１７（2005）年に「習志野市生涯スポーツ振興基本計画」

を策定しました。 

また、平成２６（2014）年には、さらなる市民スポーツの推進を図るため、「習志野市ス

ポーツ推進計画」を策定し、市民のスポーツニーズに対応すべく、さまざまな施策を展開し

ました。その後、令和２（2020）年に「習志野市スポーツ推進計画」を拡充させた計画を

策定し、これまで多くの実績を重ねてきました。 

国においては、スポーツ基本法に基づき、日本の「スポーツ文化」の成熟に向けて、スポ

ーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、令和４（2022）年に「第３期

スポーツ基本計画」を策定しています。 

本市においては、今後、人口減少、少子高齢化がますます進むことが見込まれ、スポーツ

に求められるものは大きく変化するものと捉えています。 

このような状況を踏まえ、今後もさらなる本市のスポーツの推進を図るためには、市民の

求めるスポーツニーズに対応した取組や健康づくりに視点を置いたスポーツ、さらには少

子高齢化、環境問題、地域活性化、安全・安心など、現代社会が抱える諸問題に対しても

適切な対応が求められ、スポーツを通じた「まちづくり」を目指していくことが必要となりま

す。 

そこで、本市が目指すスポーツ施策として「習志野市スポーツ推進計画（令和８（2026）

年度策定）」を策定し、基本理念を「スポーツによるウェルビーイングの向上」と「スポーツ

による交流・まちの活性化」と定め、その施策の柱として「する」スポーツ、「みる」スポーツ、

「ささえる」スポーツの３つによりスポーツ推進に取り組みます。 

２ 現代におけるスポーツの役割 

スポーツは、市民一人ひとりの心身の健康を支えるだけでなく、地域社会に活力をもたら

し、人生の質を高めるための重要な要素です。特にコロナ禍を経た現代では、スポーツがも

たらす「ウェルビーイング」（身体的・精神的・社会的に良好な状態）の価値が一層注目され

ています。 

 

○心身の健康の向上 

コロナ禍では運動不足や孤立感が課題となりましたが、日常生活に適切な運動を取り入

れることは、身体的な健康だけでなく、精神的な充実感を高めるためにも欠かせません。スポ

ーツは、生活習慣病の予防や身体機能の維持に寄与するだけでなく、ストレス軽減や心の安

定をもたらします。運動習慣を持つことで健康長寿や生活の質向上が期待されます。 
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○人々をつなぐコミュニティの形成 

スポーツは、人と人をつなぐ力を持っています。地域のスポーツ活動やイベントを通じて生

まれる交流は、孤独感の解消や地域全体の一体感を生み出します。個々の健康だけでなく、

社会的なつながりは重要であり、スポーツはその基盤を築く役割を担っています。 

 

○教育と人材育成 

スポーツは、子どもたちに努力やチームワーク、フェアプレーの精神を教える貴重な教育の

場です。また、地域全体でスポーツを支える活動を通じて、新たなリーダーや人材を育む機

会ともなります。 

 

○誰もが参加できる多様なスポーツ環境 

高齢者、障がいのある人、子どもたち、そして忙しい生活を送る現役世代まで、誰もが自分

に合った形でスポーツを楽しめる環境を整備することは重要です。多様なニーズに応じたス

ポーツ環境の提供が求められています。 

 

○経済的・文化的発展への貢献 

プロスポーツや地域スポーツイベントは、経済効果をもたらすだけでなく、習志野市の魅力

を広く発信する場となります。さらに、スポーツ文化の振興は、市民の誇りと郷土愛を育む一

助となります。 

３ 本市のスポーツ・運動の現状と課題 

現行計画の検証  
社会情勢の変化としては、コロナ禍によるスポーツ大会・イベントの中止、運動不足による

健康二次被害、そして、新しい生活様式への対応が求められました。 
その他、ICT などのデジタル技術革新の進展、健康寿命の延伸、多様性を認め合うまちの

実現、SDGs のスポーツでの貢献などの影響を鑑み、スポーツを推進しました。 

今後も、社会情勢に順応しながら、本市の実情に合わせたスポーツの推進を展開すること

が重要です。 

本市では、令和６（2024）年５月に「習志野市スポーツ・運動に関する市民アンケート」を

実施しました。 

本アンケートは、本市のスポーツや運動の現状・課題等を明確にし、市民ニーズに即した

施策（取組）を推進していく事を目的とし、平成３０（2018）年度に実施した「スポーツ・運動

に関する市民アンケート」からの経年変化、さらには令和２（2020）年度策定の「習志野市

スポーツ推進計画」における進捗の確認や評価、これらを踏まえた次期計画策定の基礎資

料としています。 
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アンケートの概要 

実施年度 令和６（2024）年度 

調査対象者 市内在住 満 19歳以上の男女 各１，５００名 

調査期間 令和６（2024）年５月１０日（金）～６月１４日（金） 

調査方法 【配布方法】郵送  【回答方法】郵送、WEB 

回答者 ８８６名 

回答率 ２９．５％ 

 

 

「する」スポーツの現状と課題 

・本市のスポーツ・運動の実施頻度は、週 1回以上（「ほぼ毎日」、「週３回程度」、「週１回

程度」の３区分の合計）と回答した人が全体の 5３.７%と、前回（H３０：5１.９%）から微増

となっています。 

・性別では、「男性（5６.４%）」の方が「女性（5１.3%）」よりも高い結果で、年齢別では、 

「６０歳以上（６３.９%）」が最も高く、「３０～３９歳（４８.２%）」が低いという結果でした。男

女・年齢別では、「男女ともに６０歳以上（男性：６４.９%、女性：7０.０%）」が高く、低いの

は、「男性５０～５９歳（3７.８%）」、「女性１９～２９歳（35.７%）」という結果でした。 

・スポーツ・運動をする目的は、高い順に「健康維持（３９.8%）」「体力づくり（２０.２%）」 

「ストレス解消（１3.９%）」となっています。 

・スポーツ・運動をしない理由は「時間がない（6５.３%）」が高く、次に「スポーツが苦手 

（2２.７%）」「お金がかかる（1９.6%）」の順でした。 

・興味があるイベントは、4 割近くが「一人でも参加できるイベント（３７.０%）」と答えており、

続いて「プロ選手と触れ合えるイベント（2４.８%）」、「親子で参加できるイベント 

（2１.２%）」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「する」スポーツの課題 

定期的にスポーツ・運動を実施するに至っていない 4割の市民の多くがあげて

いる理由が、「時間がない」ことや、スポーツ・運動をする目的は「健康維持」が最

も多いことから、単に「スポーツを行う」「スポーツを楽しむ」のではなく、少ない時

間で、フレイル（※１）予防等「健康維持」のために取り組むことができるような、ス

ポーツ・運動の機会の提供等が必要と考えられます。 
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51.9%

53.7%

56.4%

51.3%

50.4%

48.2%

50.5%

53.4%

56.4%

70.9%

53.0%

47.7%

48.1%

37.8%

58.7%

70.8%

35.7%

44.5%

42.8%

41.9%

67.3%

72.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

H３０

R  ６

（性別） 男 性

女 性

（年齢別） １９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

（男性年齢別）１９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

（女性年齢別）１９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

スポーツ・運動を行った人の割合（週１回以上）
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スポーツや運動を行った人の実施回数 

 

 

ほぼ毎日

18.3%

週３回程度

19.0%

週１回程度

16.4%
月１・２回

6.1%

２ヶ月に1回

1%

３ヶ月に１回

1%

運動していない

36.8%

無回答

1.9%ほぼ毎日

19.4%

週３回程度

15.7%

週１回程度

16.8%月１・２回

3.7%

２ヶ月に1回

1%

３ヶ月に１回

1%

運動していない

42.1%

無回答

1.0%

■ニュースポーツフェスティバル                           ■オール習志野歩け歩け大会 

写真挿入 写真挿入 

【Ｈ３０年度】 【R６年度】 
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30.3%

18.7%

13.9%

9.4%

9.0%

10.0%

3.0%

3.0%

2.4%

0.4%

39.8%

20.2%

13.9%

10.2%

8.0%

8.0%

3.0%

2.0%

2.1%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

健康維持

体力づくり

ストレス解消

ダイエット

身体を動かすのが好き

仲間との交流

家族とのふれ合い

大会出場や記録更新

人との新たな出会い

その他

スポーツや運動をする目的

H30 R  6

67.4%

17.5%

26.0%

18.6%

12.6%

14.0%

8.5%

10.3%

6.7%

65.3%

22.7%

19.6%

16.3%

14.1%

13.5%

12.9%

8.3%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

時間がない

スポーツが苦手

お金がかかる

興味がない

場所がない

仲間がいない

病気・体が弱い

情報がない

その他

スポーツや運動をしていない理由はなんですか

H30 R  6
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0.6%

4.8%

11.7%

21.2%

24.8%

37.0%

0.4%

4.8%

14.4%

19.4%

22.9%

38.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

ニュースポーツのイベント

友人や同僚と参加できるチームイベント

親子で参加できるイベント

プロ選手等と触れ合えるイベント

一人でも参加できるイベント

興味があるイベント

H30 R6

35.10%

37.30%

51.90%

53.70%

53.90%

52.50%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

H30

R6

H30

R6

R6

R6

成人のスポーツ実施率（国・県との比較）
（週１回以上スポーツを実施する割合）

（参考） 

（出典） 

スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（令和 6年度１１月実施） 

千葉県  「県民の運動・スポーツに関するアンケート調査」（令和 6年度 9月実施） 

習志野市 

（週３回以上） 

習志野市 

（週１回以上） 

国 

県 
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「みる」スポーツの現状と課題 

・スポーツ観戦の状況は、「会場に行って観戦する（２８.０%）」は減少し、「テレビで観戦する 

（4６.２%）」が増加した一方、「テレビなどでも観戦しない（2３.８%）」も増加しました。 

・性別では、「会場に行って観戦する」男性（３0.０%）が多く、年齢別では５０～５９歳 

（3２.9%）が高いという結果でした。その一方で、「テレビなどでも観戦しない」では、 

３０～３９歳（3７.１%）が他の年齢に比べて高い結果でした。 

・「どこの会場で見ますか」の質問では、「県内の市町村（５４.３%）」「県外（34.8%）」 

「市内（９.６%）」という結果でした。 

・スポーツを観戦しない理由は、「興味がない（78.7%）」が最も多く、続いて「時間がない 

（30.3%）」の順となっています。 

・市内で活動等をしているスポーツチーム等の認知度は、「千葉ロッテマリーンズ 

（89.3%）」が最も多く、続いて「阿武松（おうのまつ）部屋（43.1%）」「オービックシーガ

ルズ（43.0%）」の順でした。 

 

  

■「みる」スポーツの課題 

 前回調査と比べ、「会場に行って観戦する」人の割合が減少し、「テレビなどで観戦す

る」人の割合が増加しているのは、コロナ禍の影響や急速な IT化により、テレビやパソ

コン、スマートフォンなど観戦ができる媒体が増加・普及したためだと考えられます。そ

のような中で、さらなる「みる」スポーツの推進を進めるには、IT を最大限に利用した

情報の周知や、実際に会場に足を運んでもらうための取り組みの工夫が必要と考えら

れます。 

 

■ 
■ 

写真挿入 写真挿入 
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34.5%

28.0%

30.0%

26.9%

25.0%

29.4%

28.9%

32.9%

14.3%

25.6%

43.4%

46.2%

51.8%

42.4%

40.8%

33.5%

42.6%

48.6%

75.1%

62.4%

20.3%

23.8%

16.8%

29.2%

33.3%

37.1%

27.4%

16.4%

7.9%

6.0%

1.9%

2.0%

1.4%

1.5%

0.8%

0.0%

1.1%

2.1%

2.6%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 H30

R  6

性別 男性

女性

年齢別 １９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

スポーツの観戦状況

会場に行って観戦 テレビで観戦 観戦しない 無回答

1.3%

9.6%

34.8%

54.3%

0.4%

15.7%

34.8%

49.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

市内

県外

県内の市町村

どこの会場で見ますか

H30 R6
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6.9％

43.0％

43.1％

89.3％

0 20 40 60 80 100

全て知らない

オービックシーガールズ

阿武松（おうのまつ）部屋

千葉ロッテマリーンズ

市内で活動等をしているスポーツチームの認知度

1.4％

2.4％

2.8％

13.3％

30.3％

78.7％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

お金がかかる

情報がない

ルールを知らない

時間がない

興味がない

観戦しない理由

％            ％            ％            ％            ％            ％     

％       ％       ％       ％      ％       ％      ％      ％       ％       ％       
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ささえるスポーツの現状と課題 

・スポーツに関するボランティア活動に「参加したことがある（９.０%）」の割合は、前回 

（1３.３%）より減少しています。 

・性別では、「男性（１０.１%）」が高く、年齢別では「５０～５９歳（1６.４%）」が高いという結

果で、一方、参加状況が一番低かったのが「３０～３９歳（４.６%）」という結果でした。 

・「今後ボランティアに参加したいですか」の質問は、「今回（２５.２%）」は、「前回 

（５2.0%）」と比較して大きく減少しています。また、性別では、「男性（３１.５%）」の方が高

く、年齢別では、「５０～５９歳（３９.０%）」が高いという結果でした。一番低かったのが 

「３０～３９歳（１９．３％）」という結果でした。 

・ボランティアへ参加したいと回答した人へ、その条件を質問したところ、「時間があれば 

（75.3%）」「会場が近ければ（51.1%）」「好きなスポーツであれば（39.０%）」の順とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3%

9.0%

10.1%

8.1%

5.0%

4.6%

11.1%

16.4%

8.8%

7.7%

0% 5% 10% 15% 20%

全体 H30

R  6

性別 男性

女性

年齢別 １９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

スポーツボランティアの参加状況

■ささえるスポーツの課題 

   前回調査と比べ、「スポーツボランティア活動を行ってみたい」と思っている市民が

大きく減少していることから、スポーツボランティア活動の認知度の向上が課題で

す。 

   また、「時間があればやってみたい」という回答が多いことからも、少ない時間で行

うことができるスポーツボランティア活動等、参加しやすい環境を整備することも必

要です。 
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52.0%

25.2%

31.5%

25.9%

28.6%

19.3%

27.4%

39.0%

31.9%

22.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体 H30

R  6

性別 男性

女性

年齢別 １９～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

スポーツボランティアの参加希望状況

2.2％

6.3％

11.2％

12.1％

12.1％

16.6％

17.5％

26.5％

30.0％

39.0％

51.1％

75.3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他（自由記入）

国体・インターハイなどの国内大会

有名選手の出場やプロスポーツ等

記念グッズ（シャツや帽子）

オリンピックやパラリンピッック等の国際大会

地域や地元の活動

仲間がいれば

健康であれば

情報があれば

好きな（やっていた）スポーツ

会場が近い

時間があれば

ボランティアの参加条件

％     ％    ％    ％     ％    ％    ％    ％    ％ 



 

16 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の位置づけ 

（１）法律的な位置づけ 
本計画は、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１０条に規定される「地方ス
ポーツ推進計画」と位置づけます。 

 
 
（２）上位計画や個別計画並びに国及び県との関係性 

本計画は、習志野市文教住宅都市憲章の理念のもと、習志野市基本構想、習志野市
前期基本計画や習志野市教育大綱、習志野市教育振興基本計画と整合を図るととも

に、関連する部署の個別計画と連携した計画とします。 
また、国や県の動向を踏まえ、本市の実情に即したスポーツ推進に関する計画としま
す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2章  計画の基本的な考え方  

 
 

習志野市文教住宅都市憲章  

習志野市基本構想 

習志野市スポーツ推進計画 

習志野市前期基本計画 

「健康なまち習志野」等 

関連する部署の個別計画 

習志野市教育大綱 

習志野市教育振興基本計画 

【国】 
◎スポーツ基本法 
◎スポーツ基本計画 

 

【千葉県】 
◎千葉県体育・スポーツ推進計画 
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第１３次千葉県体育・スポーツ推進計画 

■国の動向 

    国では、令和４（2022）年３月に「第３期スポーツ基本計画」が策定されました。第２期
期間中の様々な動向を踏まえ、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる
社会を目指すため、「つくる／はぐくむ」「あつまり、ともに、つながる」「誰もがアクセスでき
る」の 3つの新たな視点を加えています。 

    また、同計画の中では、「成人の週１回以上のスポーツの実施率が７０％になることを目
指す」としています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■県の動向 
    県では、令和４（2022）年３月に「第１３次千葉県体育・スポーツ推進計画」が策定さ
れました。 

    第１２次計画の成果と課題を踏まえ、「する」「みる」「ささえる」スポーツの基盤となる
「スポーツを知る」という関わり方が、スポーツを推進する上で重要であるとしています。   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３期スポーツ基本計画 

第２期 

基本計画 
する みる ささえる 

第３期 

基本計画 

新たな３つの 

視点 

つくる／はぐくむ 

あつまり、ともに、つながる 

社会の変化や状況に応じて、既存の仕組みにとらわれず

に柔軟に見直し、最適な手法・ルールを考えて作り出す。 

様々な立場・背景・特性を有した人・組織があつまり、とも

に課題に対応し、つながりを感じてスポーツを行う。 

性別や年齢、障害、経済・地域事情等の違い等によって、スポ

ーツの取組に差が生じない社会を実現し、機運を醸成。 
誰もがアクセスできる 

出典：スポーツ庁 「第 3期スポーツ基本計画」より作成 

スポーツを知る 

誰もがともに楽しめるパラスポーツの推進 

人生を豊かにするスポーツの推進 

子どもの体育・スポーツ活動の充実と体力の向上 

競技力の向上とクリーンでフェアなスポーツの推進 

スポーツ環境の整備・充実 

スポーツの価値の発信とスポーツによる地域づくり 

 

「する・みる・ささえる」スポーツのさらなる推進 

～「知る」から広がる充実スポーツライフ～ 

基本 

理念 

出典：千葉県「第 13 次千葉県 

体育・スポーツ推進計画」より作成 
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２ スポーツの定義 

本市が考えるスポーツとは、スポーツ基本法で規定する「心身の健全な発達、健康及び
体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人
又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、またスポーツを通じて幸福で豊
かな生活を営むことは、すべての人々の権利である」と同じく位置づけます。 
これは、他者と競わない身体活動である「散歩・ラジオ体操・ハイキング・ランニング・ 
ウェイトトレーニング」なども、スポーツに含むものとします。 

 
 

３ 計画の期間 

本計画は、習志野市前期基本計画、習志野市教育大綱、習志野市教育振興基本計画

の期間に合わせ、令和８（2026）年度から令和１５（2033）年度までの８年間とします。 
 

各計画の期間 

令和８年４月             令和１２年４月                 令和１６年 4 月                令和２０年４月            令和２４年 3月  

 

 

            

習志野市文教住宅都市憲章（昭和 45年議決） 

習志野市基本構想（令和８年度～令和２３年度） 

前期基本計画（令和８年度～令和１５年度） 後期基本計画（令和１６年度～令和２３年度） 

スポーツ推進計画（令和１６年度～令和２３年度） スポーツ推進計画（令和８年度～令和１５年度）

教育大綱（令和８年度～令和１５年度） 教育大綱（令和１６年度～令和２３年度） 

教育振興基本計画（令和８年度～令和１５年度） 教育振興基本計画（令和１６年度～令和２３年度） 

国：第３期スポーツ推進計画（令和4年度～令和８年度）

県：第１３次千葉県体育・スポーツ推進計画（令和4年度～令和８年度）
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４ 基本理念 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

スポーツには、市民の健康増進や自己実現、生活の質を高め、夢や希望、

感動を与えるとともに、活力ある地域社会を形成していく力があります。この

スポーツの力を活かすとともに、市民がスポーツを通じて幸福感を得られる

生活を送り、市全体が活気あふれるまちにするため、本計画の基本理念を

「スポーツによるウェルビーイングの向上」と「スポーツによる交流・まちの活

性化」の２つと定めます。 

 

５ 施策の柱 

本計画では、「する」スポーツ・「みる」スポーツ・「ささえる」スポーツの３つの施策の柱で、

本市のスポーツ推進に取り組みます。 

（１）「する」スポーツの推進 

市民のライフステージに応じたスポーツの場を提供し、スポーツを通じた市民の健康

づくりを目指します。 

 

（２）「みる」スポーツの推進 

市民がスポーツを観戦する機会の拡大を図ることで、市民のスポーツへの興味関心

を高め、市民のスポーツライフの充実、さらにスポーツによる地域の活性化を目指しま

す。 

 

（３）「ささえる」スポーツの推進 

指導者やボランティア等の育成、スポーツを気軽に楽しめる場や環境の整備、スポー

ツ施設の活用の拡大等に努め、市民のスポーツ環境（団体・指導者・施設等）の充実を

目指します。 
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６ 目標値の設定 

 計画の推進状況を確認するため、３つの具体的な数値を目標値として設定し

ます。 

 目標値は、令和６（2024）年５月に実施した「スポーツ・運動に関する市民アン

ケート」の結果を基に設定しています。 

 

１．「する」スポーツの推進 

市民の６０％が週１回以上スポーツを行うことを目指します。 

   （週１回以上スポーツを行っている市民の割合） 

   ５１．９％（平成 30年度）⇒ ５３．７％（令和６年度）⇒ （令和１５年度） 

 

２．「みる」スポーツの推進 

市民の４０％が競技会場でスポーツ観戦することを目指します。 

（会場でスポーツ観戦したことのある市民の割合） 

  ３４．５％（平成 30年度）⇒２８．０％（令和６年度）⇒ （令和１５年度） 

  

３．「ささえる」スポーツの推進 

市民の２０％がスポーツボランティアなどの活動を経験することを目指します。 

 （スポーツボランティアなどの活動を経験したことのある市民の割合） 

１３．３％（平成 30年度）⇒９．０％（令和６年度）⇒ （令和１５年度） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真挿入 写真挿入 
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７ 施策への姿勢 

  本計画の 3 つの施策の柱である、「する」「みる」「ささえる」スポーツの推進をする上で、

前習志野市スポーツ推進計画期間中に生じた社会変化や出来事を踏まえ、次のことを念頭

に置き取り組んでいくこととします。 

 

■ともに取り組む 

国の第３期スポーツ基本計画において新たに加えた「ともに」の視点から、関係団体、

関係部署との連携、他イベントとの同時開催、多方面からの人材の活用等、「ともに」課

題の対応や活動の実施を図ります。さらに、それぞれの立場や強みを生かした連携体制

を築き、情報共有や相互支援を深めることで、より効果的で持続可能なスポーツ推進を

実現します。 

 

■安全で安心な環境づくり  

施設の適切な維持管理に取り組むとともに、市民の誰もが年齢や体力に応じて、安

全かつ安心して気軽にスポーツに親しめる環境の整備を図ります。 

特に近年の猛暑に伴う熱中症リスクの高まりを受け、スポーツ活動の安全確保を最

優先に考えた取組を推奨します。水分補給の徹底、温度・湿度の確認体制の強化に加

え、活動・大会の開催を涼しい時期や時間帯に設定するなど、柔軟な対応を行います。

また、市民への啓発活動を通じて自己管理の意識を高めます。 

 

■スポーツを通じて「集まる」「つながる」 

    令和 7 年度にスポーツ基本法が改正され、「する」「みる」「ささえる」に加え、新たに

「集まる」「つながる」が明示されました。 

    デジタル化が急速に進む現代において、人が集まり、人との豊かなつながりを創出する

ことはとても重要であると考えます。 

    このことを踏まえ、本市においてもスポーツを通じて、集まり、つながることができる環境

づくりを進めていきます。 
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 PDCA サイクルによる進行管理  

８ 計画の進め方 

（１）市民への理解 

計画を円滑に推進するためには、より多くの市民に計画内容を理解していただくこと

が必要なことから、計画作成にあたっては、わかりやすい構成や表現に努め、多くの市民

へ周知が図れるよう広報活動に努めます。 

（２）スポーツ団体、関係各課等との連携、協働による推進 

計画の実施にあたり、スポーツ団体及びスポーツ関連の民間団体、市内大学等の関

連団体との協働により推進するとともに、市の関係各課との連携を図ります。 

（３）財源の確保・予算の効率的な執行 

計画の推進には財源の確保が重要であり、スポーツに関する公的な補助金やスポー

ツ振興助成等を活用して、計画的かつ効率的な予算執行に努めます。 

 

（４）取組の実施 

      本計画に沿った取組を実施するにあたり、取組を別掲とし、計画期間の中間年度に事

業の新規・変更等を見直すことで、確実な遂行を目指します。（①令和 8（2026）年度～

11（2029）年度、②令和 12（2030）年度～15（2033）年度） 

（５）計画の進捗状況の検証と見直し 

計画の推進にあたっては、PDCA サイクルによる進行管理の方法を用いるとともに、

進捗状況を把握するために定期的に市民アンケートを実施し、設定した目標値の達成

状況（達成率）を確認します。また、必要に応じて計画を見直し、その時代に即した弾力

性のある計画とします。 

 

 

 

Plan（計画） 
目指す将来像の実現
のため、計画を策定し
ます。 

Action（改善） 
計画が着実に進行す
るよう、問題や課題の
改善を行います。 

Check（評価） 
進捗状況の確認のた
め、評価やアンケート
調査を行います。 

Do（実行） 
各種団体等と連携しス
ポーツを推進します。 
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第３章 計画の実現に向けた取組 

 

１ 施策体系 

 

 

 

 

  

習志野市基本構想 （将来都市像）       「多彩で豊かな交流が広がるまち 習志野」 

習志野市教育振興基本計画（基本目標）  「               策定中             」 

習志野市スポーツ推進計画 （基本理念） 

第 3章   計画の実現に向けた施策  

【施策への姿勢】 

１ 幼児期・ジュニア期に 

おける機会充実 

２ 働く世代・子育て世代 

への活動の支援 

３ 高齢者への支援 

４ 障がいのある人への 

支援 

５ 気軽に行える運動の 

推進 

６ 健康増進への寄与 

「する」 
スポーツの推進  

７ 地域の活性化につながる

スポーツイベントの開催 

８ トップチーム・アスリートと

の連携 

９ スポーツ情報の発信 

「みる」 
スポーツの推進  

１０ スポーツ推進団体への 

支援 

１１ スポーツを支える 

ボランティアの育成・支援 

１２ 身近な場所でのスポーツ 

環境の整備・確保・拡大 

１３ 公共スポーツ施設の安全

性の維持 

「ささえる」 
スポーツの推進  

■ともに取り組む 
■安全で安心な環境づくり 
■スポーツを通じて「集まる」「つながる」 

【施策の柱】 
 

取  組 
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２ 施策の展開 

（１）「する」スポーツの推進                                                             

市民のライフステージを「幼児期・ジュニア期」、「働く世代・子育て世代」、「高齢者」の  
3 つと捉え、これに「障がいのある人」を加えて、それぞれのステージに応じたスポーツの場
を提供します。  
併せて、誰もが気軽に楽しむことができるスポーツの普及を推進します。 
また、「（通称）習志野市健康なまちづくり条例（※２)」に基づき、健康増進という観点から
スポーツを通した市民の健康づくりを目指します。  

 

施策１ 幼児期・ジュニア期における機会充実 

幼児期やジュニア期は、将来の基本的な動きを身に付ける時期であり、運動習慣の定着

に重要な時期と言えることから、外遊びなどの身体を動かし、楽しむ機会の充実を図ります。 
また、児童や生徒などに対しては、学校体育や社会体育のそれぞれの分野に関わる団体
等や地域とともに、子どもたちの発達段階に応じた多様なスポーツ活動が効果的・効率的に
行われるよう支援することで、スポーツを楽しむ土台を築き、生涯にわたる健康で豊かな生
活をサポートします。 

 

施策２ 働く世代・子育て世代への活動の支援 

働く世代および子育て世代が、健康で充実した生活を送るために、スポーツ活動を身近
で継続的に楽しめる環境整備等に努めます。また、この世代をスポーツに取り込むには、「親
子や多世代での参加」が有効であることから、親子や家族で参加できるイベントの開催や取
組を推進します。 

また、地域コミュニティにおけるスポーツの普及を通じて、交流の場を広げます。 
 

施策３ 高齢者への支援 

年齢や体力に応じたスポーツの機会を提供します。健康体操やニュースポーツ（※３）など、
多様なプログラムを通じて、健康づくりと交流の促進を図ります。また、誰もが生涯を通じてスポ
ーツに親しめる環境づくりを進め、健康長寿のまちを目指します。 
 

施策４ 障がいのある人への支援 

障がいのある人が、安心してスポーツに親しみ、心身の健康を維持・向上できるよう、多様

なスポーツを行う機会を提供します。 
また、地域のつながりを深める活動を通じて、誰もがスポーツを楽しみながらともに活躍で
きる社会の実現を目指します。 
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施策５ 気軽に行える運動の推進 

気軽に行える運動やニュースポーツ等の普及を通じて、市民の誰もが気軽にスポーツに
取り組む機会の充実を図ります。また、スポーツを始めるきっかけづくりとして、オンラインやア
プリを活用した身近にできる運動の支援について拡充を検討します。 
さらに、運動のハードルを下げる工夫を施し、多くの人が参加するイベントの開催を支援す
ることで、市民のスポーツ実践の機会につなげるとともに地域での交流や活性化を創出しま
す。 

 

施策６ 健康増進への寄与 

関係各課と連携体制を整え、各課の目的に応じたスポーツにおける健康、体力づくりを意
識した取組を推進します。 

また、市民一人ひとりが自分に合った運動習慣を身につけられる環境を整え、スポーツを
介した健康的なライフスタイルの普及を進め、市全体の健康水準の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真挿入 写真挿入 

写真挿入 写真挿入 
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（２）「みる」スポーツの推進 

スポーツ観戦を通じて、市民が感動や興奮を共有し、スポーツ文化をより身近に感じられ

る環境を整えます。また、効果的なスポーツ情報の発信により、市民のスポーツを観戦する機

会の拡大を図ることで、市民のスポーツへの興味・関心を高めます。 

   

 施策７ 地域の活性化につながるスポーツイベントの開催 

市民が観て楽しむことのできるスポーツイベント等の開催を支援し、市民のスポーツを観

戦する機会の拡大を図り、市民のスポーツへの興味・関心を高め、市民のスポーツライフの

充実を目指します。また、市民のスポーツ実践の機会につなげるとともに、地域での交流や活

性化を創出します。 

施策８ トップチーム・アスリートとの連携 

地域のトップチームやアスリートと連携し、市民がスポーツの魅力や感動をより身近に感じ

られる機会を創出します。 

また、地域スポーツイベントへの参加や協力を促進し、トップアスリートの経験や知識を活

用して市民のスポーツへの関心を高めることにより、スポーツ文化の普及と地域での交流や

活性化を図ります。 

施策９ スポーツ情報の発信 

スポーツに関するイベントや大会の情報を手軽に入手できるよう、さまざまな媒体において

発信することで誰もがいつでもスポーツに関する情報を得られるように努めます。 

 

 

  

写真挿入 写真挿入 
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（３）「ささえる」スポーツの推進                                 

「ささえる」スポーツでは、スポーツを「する人」だけでなく、運営側や支援者もスポーツ活

動の一部として主体的に関わることで、地域全体でスポーツ文化を発展させることができま

す。この視点を重視することで、誰もが何らかの形でスポーツに関わることのできる環境を作

り、スポーツの持つ社会的・文化的価値を最大限に活かすことができます。 

本市では、これまで習志野市スポーツ推進委員（※４）や市独自の習志野市市民スポー

ツ指導員（※５）、習志野市スポーツ協会（※６）等のスポーツ推進団体により、「ささえる」ス

ポーツの推進体制を整備してきました。その体制をより充実させていくために、市民のスポー

ツ活動を支えるスポーツ推進団体の活動やスポーツ指導者育成への支援、市民スポーツ指

導員をはじめとするスポーツボランティアの育成と活動を支援します。 

また、老朽化した施設の補修や維持保全など、施設の維持管理に取り組み、スポーツ施設

の整備・活用の拡大等や運営支援を通じて、持続可能なスポーツ環境を構築します。 

多くの市民が「ささえる」立場でスポーツに関与することで、地域の絆と活力を高め、生涯

にわたってスポーツに親しむことができる環境の充実を目指します。 

 

施策１０ スポーツ推進団体への支援 

本市のスポーツにおける中心的な担い手であるスポーツの推進団体を積極的に活用し、

より効果的にスポーツ活動が促されるよう活動を支援します。また、スポーツ推進団体の質

的充実を図るため、研修会等を開催し、支援体制の構築を図ります。 

施策１１ スポーツを支えるボランティアの育成・支援 

スポーツ活動の担い手となるボランティアの育成を支援し、「ささえる」スポーツの充実を

図ります。また、「ささえる」スポーツへの理解を深めるため、スポーツボランティアの裾野を広

げる方策として気軽にボランティアができるような情報発信について検討します。 

施策１２ 誰もが参加できるスポーツ環境の整備・確保・拡大 

市民の誰もが気軽にスポーツに親しむことが出来るよう、誰もが参加できるスポーツ活動

の機会の整備・確保・拡大に努めます。また、学校の体育施設を有効活用し、スポーツ環境

の充実に取り組みます。 

施策１３ 公共スポーツ施設の安全性の維持 

老朽化した施設の補修や維持保全など、施設の適切な維持管理に取り組みます。また、公

共建築物再生計画、生涯学習施設改修整備計画を踏まえた施設改修など、安心して施設

が使用できるよう、計画的な維持保全に努めます。 
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 ３ 取組 

各施策に係る主な取組は、別掲にて「取組事業」とし、確実な遂行を目指します。また、計

画期間の中間年度に見直しを行います。（①令和 8（2026）年度～11（2029）年度、 

②令和 12（2030）年度～15（2033）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真挿入 写真挿入 

写真挿入 写真挿入 
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１ 用語の解説  （「（※）」で標記。※７～１４は【取組事業】に標記。） 

  
 
※1 フレイル 
    加齢に伴い気力や体力が低下した状態をいいます。 

また、「健康」と「要介護」状態の中間の段階であり、早く気づいて予防することで、状態の維

持・改善が可能です。 
 
※２ （通称）習志野市健康なまちづくり条例 

    平成 24（2012）年 12月に制定された条例で、正式名称を「習志野市からだ・心・歯の健

康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え守るための社会環境の整備に取り組む

まちづくり条例」といいます。 

    この条例は、個人の健康づくりと、個人の健康づくりを地域社会全体で支え守るために必要

な社会環境の整備に、市・市民・市民活動団体・事業者および健康づくり関係者が連携・共同し

て取り組むことを目的として、それぞれの責務を定めた理念条例です。 

 

※３ ニュースポーツ 

ニュー・コンセプチュアル・スポーツ（新しい考え方のスポーツ）の略称で、いろいろなスポーツ

を組み合わせたり、これまでのスポーツを簡素化して新しく創られたスポーツなどをいいます。技

術やルールが比較的簡単で、「いつでも、どこでも、だれでも、いくつからでも、いつまでも」気軽

に楽しめる生涯スポーツといえます。 

※生涯スポーツ課が所有しているニュースポーツ用具の一覧は、P３３・３４を参照。 

 

※４ 習志野市スポーツ推進委員 

スポーツ基本法（平成 23年法律第７８号）第 32条に定められ、習志野市教育委員会より

委嘱された市民の方々で、前「スポーツ振興法」の「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」

に名称が改められました。 

市民スポーツ指導員が地域内の人々の交流を中心に活動しているのに対し、スポーツ推進

委員は、全市的（オール習志野）な立場に立って、指導者、スポーツボランティアとして「する・み

る・ささえる 習志野のスポーツ」を推進に向けた活動をしています。また、「スポーツ推進委員連

絡協議会」を組織し、推進委員が相互に協力して、効果的な活動ができるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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※５ 習志野市市民スポーツ指導員 

各地区におけるスポーツ活動の活性化を図ることを目的に、習志野市教育委員会より委嘱

された市民の方々で、昭和 55（1980）年 1月 スポーツを通じてのコミュニティ活動の推進と

社会体育の専門的知識を有する指導者の育成講座を開講したことに始まります。当時は、社会

体育指導者と呼んでいましたが、その目的や習志野市独自の制度ということから「習志野市市

民スポーツ指導員」と命名され、令和 7（2025）年 3月末現在で22２名の方を委嘱し、毎週

土日に行っている学校体育施設開放事業の「管理指導員」としても活動しています。 

また、市民スポーツ指導員は、全 16地区の理事による「市民スポーツ指導員連絡協議会」

を組織し、相互に協力してコミュニティスポーツを推進しています。 

 

※６ 習志野市スポーツ協会 

習志野市の競技スポーツを統括する団体で、市制施行と同時に発足し、競技スポーツ団体

を中心に発展を続け、現在はニュースポーツなどの団体も加盟し、活動しています。 

令和２（2020）年度に「習志野市体育協会」から名称を変更しています。 

＜スポーツ協会 加盟団体＞ 

№ 団  体  名 № 団  体  名 

1 野球連盟 1８ ライフル射撃協会 

2 水泳協会 １９ スキー連盟 

3 剣道連盟 ２０ アマチュアゴルフ協会 

4 バレーボール協会 21 ボウリング協会 

5 卓球連盟 22 空手道連盟 

6 ソフトボール協会 23 なぎなた連盟 

7 陸上競技協会 24 弓道協会 

8 山岳協会 25 ユニバーサルホッケー協会 

9 柔道連盟 26 パークゴルフ協会 

10 （一社）サッカー協会 27 武道太極拳連盟 

11 テニス連盟 28 グラウンド・ゴルフ協会 

12 バスケットボール協会 29 ペタンク協会 

13 ソフトテニス連盟 30 ダンススポーツ協会 

14 クレー射撃協会 31 バウンドテニス協会 

15 ボクシング連盟 32 合気道習志野道場 

16 体操協会 33 スポーツ少年団 

17 バドミントン協会   
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※７ スポーツ奨励大会 

スポーツ推進委員が中心となり運営しているスポーツ大会で、生涯スポーツの推進を図り、

市民の健康・体力の保持増進や地域コミュニティづくり等を目的に開催しています。   

令和６（202４）年度に実施した内容は、「オール習志野歩け歩け大会」「ニュースポーツフェ

スティバル」「パークゴルフのつどい」「みんなでモルック」「コミュニティバレーボール大会」の 

5 つです。 

 

※８ 公益財団法人 習志野市文化スポーツ振興財団 （旧（公財）習志野市スポーツ振興協会） 

昭和 48（1973）年法人設立認可を受けて発足しました。本市スローガン「一市民、一スポ

ーツ」を目指し、習志野市スポーツ協会等のスポーツ関係団体や関係機関と連携し、子どもから

高齢者に至る幅広い年齢層のスポーツ・レクリエーション活動の普及・振興に努めています。ま

た、指定管理者（令和 6（2024）年度から令和10（2028）年度）として市内 9つのスポーツ

施設の管理・運営事業を行っています。 

令和 6（2024）年度に「（公財）習志野文化ホール」と合併し、名称を変更しています。 

 

※９ 総合型地域スポーツクラブ 

「いつでも」「誰でも」「それぞれのレベルで」「いろいろなスポーツを」楽しむことができる、地

域密着型のスポーツクラブで、スポーツを通じた自身の健康づくりはもちろん、地域の人とのコミ

ュニケーションづくりにも役立っています。習志野市には、市と市民の方が協働で立ち上げ、現在

は 3つの総合型地域スポーツクラブが地域の人の手で自主的に運営されています。また、市と

クラブ間の連携を図るため「総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」が組織されています。 

クラブ名（略称） 事務所所在地 連絡先 主な活動種目 

習志野ベイサイド 

スポーツクラブ（ＮＢＳ） 

秋津 3‐１‐1 

秋津小学校１階 
453-1334 

テニス、女子サッカー、陸

上、ラグビー等  

習志野イースタン 

スポーツクラブ（ＮＥＳ） 

東習志野3‐4‐5 

東部体育館 1Ｆ 
474-3215 

テニス、クライミング、ユニ

カール、卓球等 

習志野中央 

スポーツクラブ（中央） 

本大久保3-8-19 

プラッツ習志野南館 1Ｆ 
474-8651 

テニス、スイミング、健康

体操、フレッシュテニス等 

 

 

※１０ スポーツ少年団 

スポーツを通じて、青少年の健全育成を目的とする団体。市町村、都道府県、全国組織の日

本スポーツ少年団で構成されています。 

習志野市では、軟式野球、剣道、ソフトボール、サッカー、ミニバスケットボール、バレーボール、

陸上の種目のチームが所属しています。 
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※１１ 施設予約システム 

習志野市では、一部スポーツ施設の利用について施設の窓口に行かなくても、予約や抽選予

約の申し込みができる「スポーツ施設予約システム」を導入しています。 

システムを利用するためには、利用者登録が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１２ 転倒予防体操推進員 

市の研修を受け登録し、地域でてんとうむし体操を広める活動をしています。 

現在、市内各地に約130名の推進員がおり、さまざまな会場で、地域の皆さんとともに体操を

しています。また、地域のお祭りなどのイベントで、体操を紹介する活動もしています。 

 

 

※１３ 健康づくり推進員 

バランスのとれた食生活や健康づくりのための運動、生活習慣病予防など、推進員として学

んだ知識を生かして、自らの健康づくりの実践と、地域で健康づくりを進めるボランティアです。 

「習志野市からだ・こころ・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え守る

ための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例」（平成24年度制定）に基づいて、栄養・運

動・休養のバランスのとれた生活習慣の確立、定着を目指し、市民の健康づくりの実践活動を

応援しています。 

 

 

※１４ 指定管理者制度 

地方自治法の改正により、それまで地方公共団体が運営していた公共施設の管理・運営等

を民間企業やNPOなどの団体に包括的に委託することができる制度のことです。 

 

 

 

 

 

利用者登録 
（仮登録） 

利用者登録 
（本登録） 

利用者登録 
完了 

・ 事前に利用者の情報をパソコン等の端末から入力し、仮登録し利用

者番号（ＩＤ）を取得 

・本人であることが確認できる書類等を持参のうえ、各施設窓口まで来

館（市内在勤・在学の方は確認できる書類を持参） 
・団体登録の場合は、団体名簿を提出 

・スポーツ施設予約システムの利用（予約・空き状況等）が可能 

※施設予約は、2 か月前の 1日より抽選予約の受付を開始 
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２ 生涯スポーツ課所有の用具一覧                           

№ 種   目 用  具 

1 インディアカ インディアカ（羽） 

２ キンボール キンボールセット 

３ グラウンドゴルフ スティックセット（大人用）ボール付 

スティックセット（少年用）ボール付 

スティックセット（幼児用）ボール付 

セット  

・ホールポスト 

・スイングマット 

・ラウンド旗（8 ホール） 

スタート表示板 

４ ゴムバレーボール ゴムボール 

５ 室内ペタンク ペタンクセット（ゴム製ボール 6×2色） 

マット 

６ スポーツ吹き矢 筒 

矢 

的 

的シート 

的スタンド 

７ ソフトバレーボール ネット 

補助支柱 

ボール 

８ ターゲットバードゴルフ ボール（シャトル） 

クラブ 

ショットマット 

ホール 

ホール杭 

セカンドボール 

室内用ホール立て 

９ チュックボール ボール（ハンドボール） 

ネット 

１０ ティーボール バッティングティー 

バット 

ボール 

１１ ディスクゴルフ フライングディスク 

ディスクキャッチャー（ゴール） 

１２ ディスゲッターナイン ディスゲッターナインセット 

フライングディスク(ドッヂビー) 

１３ ドッヂビー ディスク 

１４ なわとび 長縄跳び 

   

（令和８（202６）年３月現在） 
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№ 種   目 用  具 

１５ ノルディックウォーク アグレッシブポール 

ディフェンシブポール 

16 パークゴルフ クラブ(少年用) 

１７ バウンドテニス ラケット 

ネット・支柱 

マット 

ボール 

１８ バレーボール ラインフラッグ 

１９ フラッグフットボール ボール（小学生用、中学生用） 

フラッグセット 

ミニコーン 

スポットマーカー 

２０ フレッシュテニス ラケット 

ボール 

２１ ふわどっち ボール 

２２ ペタンク ブール（金属製ボール） 

２３ ヘルスバレーボール ボール 

空気入れ 

２４ ボッチャ ボール 

レフェリーセット 

ランプ 

２５ モルック モルックセット 

２６ ユニカール スタンダードセット（大人用） 

ジュニアセット（子供用） 

２７ ユニホッケー 

 

ゴール 

スティック・ボール 

２８ レクリエーション 

バレーボール 

ボール 

２９ わなげ 輪投げセット 
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３ 運動・スポーツができる施設・広場等の一覧 

【屋外】                                              （令和８（202６）年３月現在) 

 施 設 名 所 在 地 施 設 概 要 照

明 

野球 
秋津野球場 秋津 3-7-2 

野球、ソフトボール 

（1,800 席スタンド） 
× 

中央公園野球場 本大久保3‐8‐19 野球 × 

サッカー

等 
秋津サッカー場 秋津 3-7-3 

サッカー等、人工芝

（2,100 席スタンド） 
○ 

袖ケ浦少年サッカー場 袖ケ浦 5-1 少年サッカー ○ 

芝園フットサル場 芝園 1-3-2 人工芝コート３面 ○ 

テニス 

コート 

袖ケ浦テニスコート 袖ケ浦 5-1-1 砂入り人工芝４面  × 

実籾テニスコート 実籾 6-29-1 クレー６面 × 

秋津テニスコート 秋津 5-20-2 砂入り人工芝６面 ○ 

中央公園テニスコート 本大久保3‐8‐19 ハード１面 ○ 

芝園テニスコート 芝園 1-3-2 砂入り人工芝４面 ○ 

パーク 

ゴルフ 

中央公園 

パークゴルフ場 
本大久保3-８‐１９ 9 ホール、パー33、全長 507m × 

茜浜パークゴルフ場 茜浜 3-5-1 18 ホール、パー66 、全長 895m × 

広場等 
秋津公園多目的広場 秋津 3-7 

ソフトボール、少年野球、 

サッカ－他 
○ 

袖ケ浦運動公園 

多目的広場 
袖ケ浦 5-1 ソフトボール、少年野球 × 

茜浜緑地多目的広場 茜浜 3-5 ソフトボール、少年野球 × 

中央公園多目的広場 本大久保3‐8‐19 芝生広場 × 

実籾本郷公園 

多目的広場 
実籾 2-24  ソフトボール、軟式野球 × 

茜浜近隣公園 茜浜 1-3 サッカー 等   ○ 

野外キャ

ンプ 

公園 

遊歩道等 

富士吉田青年の家 
富士吉田市 

上吉田4443 
キャンプ場 

鹿野山少年自然の家 
君津市鹿野山 

常緑平731 
キャンプ場 

香澄公園 香澄 3、5、6 丁目 野外炉 

香澄公園内園路 周遊道  

茜浜緑地・海浜公園内園路 周遊道  

谷津干潟公園内園路 谷津 3丁目～秋津 5丁目 谷津干潟周遊路 1 周3.5km 

ハミングロード 
市東端(東習志野5丁目)～臨海部(茜浜 3丁目)緑道 

11.67km 



 

36 

 

【屋内】 

区分 施 設 名 所 在 地 施 設 概 要 

体育館 

袖ケ浦体育館 袖ケ浦 5-1-1 

バレーボール、バスケットボール、 

卓球、バドミントン他 

観覧席432席 

東部体育館 東習志野3-4-5 

バレーボール、バスケットボール、 

卓球、体操ピット、バドミントン、フリー

クライミングウォール、トレーニングル

ーム他  観覧席 201 席 

中央公園体育館 本大久保3‐8‐19 
バレーボール、バスケットボール、 

卓球、バドミントン他 

富士吉田体育館 

（富士吉田青年の家） 

富士吉田市

上吉田 4443 

バレーボール、バスケットボール、 

卓球、バドミントン他 

鹿野山少年自然の家

体育館 

君津市鹿野山 

常緑平731 

バレーボール、バスケットボール、 

卓球、バドミントン他 

プール 
千葉県 

国際総合水泳場 
茜浜 2-3-3 

メインプール 50m×25 m 

飛込みプール 25m×25 m 

固定席 3,662 席 

サブプール 50m×18.5 m   

固定席 187 席 

トレーニングルーム他 
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⑨袖ケ浦少年サッカー場  ⑩袖ケ浦運動公園多目的広場   ⑪秋津テニスコート         ⑫秋津サッカー場 
 

４ 運動・スポーツができる主な施設・広場等の写真 

＜東習志野・実籾・大久保地区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜袖ケ浦地区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜秋津地区＞ 

  

 

 

 

 

 

 

＜茜浜・芝園地区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 東部体育館            ②実籾テニスコート     ③中央公園パークゴルフ場    ④ 中央公園体育館 
                                                                      （プラッツ習志野南館） 

⑤中央公園テニスコート       ⑥中央公園野球場          ⑦ 袖ケ浦体育館        ⑧ 袖ケ浦テニスコート    

⑬秋津野球場             ⑭秋津公園多目的広場        ⑮茜浜近隣公園        ⑯茜浜パークゴルフ場 

 ⑰芝園フットサル場         ⑰芝園テニスコート      ⑱茜浜緑地多目的広場     ⑲千葉県国際総合水泳場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．スポーツ施設、公園・広場等のマップ 
八千代市

船橋市

千葉市

体育館

野球場

サッカーコート

テニスコート

多目的広場

水泳場（プール）

パークゴルフ場

遊歩道

公園・広場

施設名前の数字はP39の写真番号

新
京
成
電
鉄

京成大久保

藤崎小

大久保小

二中

実籾小

東習志野小

四中

六中
屋敷小

津田沼小

鷺沼小

三中

袖ケ浦西小

一中

谷津小

七中

香澄小

津田沼高校

⑯茜浜パークゴルフ場

谷津南小

向山小

五中

習志野高校

③中央公園パークゴルフ場

⑥中央公園野球場

⑮茜浜近隣公園

⑰芝園テニスコート・フットサル場

⑧袖ケ浦テニスコート

①東部体育館

②実籾テニスコート

⑲千葉県国際総合水泳場

⑩袖ケ浦運動公園多目的広場

⑱茜浜緑地多目的広場

実花小

実籾高校

⑨袖ケ浦少年サッカー場

千葉工業大学

千葉工業大学

東
邦
大
学

日
本
大
学

大久保東小

秋津小

藤崎森林公園

秋津公園

海浜公園

さくら広場

鷺沼城址公園
久々田公園

谷津干潟公園

中央公園

梅林園

屋敷近隣公園

実籾本郷公園

実籾自然公園

東習志野ふれあい広場

谷津奏の杜

公園

菊田水鳥公園

文
文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

千葉工大茜浜運動施設

オービックシーガルス グラウンド

阿武松部屋

④中央公園体育館

⑤中央公園テニスコート

⑦袖ケ浦体育館

⑪秋津テニスコート

ハミングロード

谷津干潟公園内園路

しおかぜホール茜浜

プラッツ習志野

幕張ＩＣ

谷津船橋ＩＣ

花輪ＩＣ

東
邦
大
学
付
属

⑫第一カッターフィールド

（ 秋津サッカー場）

⑬第一カッター球場

（秋津野球場）

⑭秋津公園多目的広場
袖ケ浦東小

日本大学

習志野特別支援学校

生産工学部

生
産
工
学
部

東
邦
中
学
・高
校

文

習志野市役所

実籾本郷公園多目的広場

袖ケ浦運動公園

香澄公園

湾岸習志野ＩＣ

香澄ふれあい公園

袖ケ浦西近隣公園

茜浜緑地

芝園公園

屋敷ふれあい公園

茜浜１号緑地

やすらぎ広場

袖ケ浦東近隣公園

実花緑地

実籾2号公園

谷津公園

(谷津バラ園）
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⑬ 秋津野球場 

 ⑫ 秋津サッカー場 

 
ハミングロード 



 

 

 

６ 習志野市スポーツ推進審議会委員名簿 

 （令和８（2026）年３月末現在) 

区 分 氏  名 職 責 等 備考 

学識経験者 阿 川 幸 平 習志野市スポーツ推進委員連絡協議会 副会長 会長 

〃 山 口  一 習志野市スポーツ協会 副理事長 副会長 

〃 大 沢 亜 紀 習志野市医師会 医師  

〃 菊 地 俊 紀 日本大学 生産工学部 教授  

〃 𠮷 見 知 子 習志野市スポーツ協会 理事  

〃 引 原 有 輝 千葉工業大学 創造工学部 教育センター 教授  

〃 澁 川 賢 一 東邦大学 理学部 准教授  

〃 大久保 菜穂子 順天堂大学 スポーツ健康科学部 先任准教授 
 

 

〃 杉 山 健 一 
習志野市小中学校体育連盟 副会長 

谷津小学校長 
 

関係行政 

機関職員 
島 本 博 幸 習志野市政策経営部長  

 

３９ 



 

 

 

７ 習志野市スポーツ推進計画策定についての諮問・答申 

 

【諮 問】 

 

 

教 ス 第 ９ ５ 号     

令 和 ７年 ２月 ５日    

 

習志野市スポーツ推進審議会会長 様 

 

習志野市教育委員会 

 

習志野市スポーツ推進計画の策定について（諮問） 

 

習志野市スポーツ推進審議会条例（昭和４７年条例第３０号）第２条第１項第１号の規定

により、「習志野市スポーツ推進計画」の策定について、習志野市スポーツ推進審議会の意

見を求めます。 

 

記 

 

１．諮問事項 

「習志野市スポーツ推進計画」の策定について 

 

２．計画策定の趣旨 

本市は、スポーツ・レクリエーション活動を通して、生涯にわたり親しむ豊かなスポーツ

ライフの実現を目指すため、現在までにさまざまなスポーツの施策を展開してきた。   

今後も、さらなる本市のスポーツの推進を図るためには、市民の求めるスポーツニー

ズに対応した取組や、健康づくりに視点を置いたスポーツ・運動、さらにスポーツを通じ

た「まちづくり」を目指していくことが必要となることから、本市の目指すべくスポーツ施

策として「習志野市スポーツ推進計画」を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４０ 



 

 

 

【答 申】 

 

 

令和７年 月 日 

 

 

習志野市教育委員会 様 

 

習志野市スポーツ推進審議会  

会長 阿 川  幸 平   

 

 

習志野市スポーツ推進計画（案）の策定について（答申） 

 

令和７年２月５日付け教ス第９５号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり答

申します。 

 

記 

 

習志野市スポーツ推進計画（案）について、本審議会において慎重な審議を重ねた結果、

その内容は概ね妥当なものであると判断するが、以下の意見に十分留意していただきたい。 

 

 

１． 計画及び情報の周知・広報について 

本計画は、習志野市の実情を踏まえ、市民一人ひとりのニーズに応じた「する」「みる」

「支える」スポーツの機会を持つことができるよう１２の施策を掲げている。この施策を実

現するためにも、市民、スポーツ団体、関係部署等とより一層の連携・協力を図るととも

に、計画を含め、スポーツに係る情報の積極的な周知・広報活動の充実に努められたい。 

 

 

２． 計画の進捗状況の把握と点検・評価について 

本計画では目指す将来像として、「生涯にわたり親しむ豊かなスポーツライフの実現」

と「スポーツによるまちの活性化」を掲げ、その具現化にあたり、新たに目標値を設定し

た。 

本計画の推進にあたっては、計画に掲げた各施策の取組について、適宜成果や課題

等を評価・検証し、必要に応じて見直しを行うなど、適切な進行管理に努められたい。 

記 

 

４１ 
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